
○景観法 

平成十六年六月十八日号外法律第百十号 〔農林水産・国土交通・環境大臣署名〕 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進する

ため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある

国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現

を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与する

ことを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創

造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国

民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和によ

り形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利

用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 

３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地

域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多

様な形成が図られなければならない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであるこ

とにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、

その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好

な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国と

の適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○景観法運用指針 

Ⅳ 景観法の運用に当たっての基本的考え方 

１ 景観行政団体 

(1) 基本的考え方 

法においては、地域における景観行政を担う主体として、「景観行政団体」とい

う概念を設けている。良好な景観の形成は、居住環境の向上等住民の生活に密接に

関係する課題であること、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効であ

ることから、基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましい。 

しかしながら、これまでの景観行政が、都道府県、市町村それぞれの自主的な条

例に基づいて行われてきたという実態、市町村の中にはその組織、体制等から景観

行政を担うことが難しいものもあるという実態を踏まえ、都道府県、市町村ともに

景観行政を担い得るとした上で、同一の行政区域について、都道府県及び市町村が

重複して二重に行政を行う事態を避けるために、そのいずれかが景観行政団体とし

て、景観行政を一元的に担うこととしたものである。 

 

○三重県景観づくり条例 

平成十九年十月二十日 三重県条例第六十六号 

（責務） 

第三条 県は、市町と連携し、広域的な見地から景観づくりに関する施策を実施する

ものとする。 

２ 県は、景観行政の中心的な役割を担う市町が、景観行政団体として景観づくりに

関する施策を実施できるよう情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものと

する。 

３ 県民等は、景観づくりに関する理解を深め、自ら景観づくりを実践するとともに、

県又は市町が実施する景観づくりに関する施策に協力するものとする。 

 













景観行政団体の状況（平成23年6月1日現在）

○全国の状況
512団体が景観行政団体になっている。
内訳：都道府県４７、政令市１９、中核市４１、

その他の市町村４０５

○三重県の状況
29市町のうち、７市が景観行政団体になっている。
内訳：四日市市、鈴鹿市、伊賀市、松阪市、伊勢市、

桑名市、亀山市、三重県
※ 今後、津市、志摩市、名張市、鳥羽市が、

景観行政団体になる意向を示している。



三重県景観づくり条例

平成19年10月20日公布・一部施行

平成20年4月1日全面施行

【目的】
景観づくりに関し、県及び県民等の責務並びに県と市町との連携を明らかにす
るとともに、基本となる事項を定めることにより、景観づくりに関する施策を総合的
かつ計画的に推進し、新たなまちづくり活動等を通じて潤いのある豊かな生活環
境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図る。

【県、県民等の責務】
① 県は、市町と連携し、広域的な見地から景観づくりに関する施策を実施する。
② 県は、景観行政の中心的な役割を担う市町が、景観行政団体として景観づく
りに関する施策を実施できるよう支援を行う。

③ 県民等は、景観づくりに関する理解を深め、自ら景観づくりを実践するととも
に、県又は市町が実施する景観づくりに関する施策に協力する。



三重県景観計画

・三重県景観計画は、「景観法」及び「三重県景観
づくり条例」の規定に基づき、策定しました。

• 平成１９年12月4日告示（公表）
• 平成２０年４月１日発効

県の推進方策
地域が主体となる景観づくりに向けた支援
市町への支援、県民への普及啓発

良好な景観づくりのための制度や手法の活用

景観法に基づく規制誘導 ほか
公共事業等における良好な景観づくりの推進


